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９．標準処理期間 
宅地造成規制法に係る許可事務は，それぞれ別表に定める標準処理日数の範囲内で処

理するものとする。 

 

標準処理日数は，申請書が都市計画課に到達した日から起算し，当該申請に対する処

分を行うまでの日数とする。 

 

次に掲げる日数は，標準処理日数に算入しない。 

 (1) 申請書等の不備を補正するために要する日数 

 (2) 関係他法令との調整に要する日数 

 (3) 土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の日数 

 (4) 12月29日から翌年1月3日までの日の日数（上記ウに掲げる日数を除く。） 

 

（別表） 

許 可 事 務 名 処 理 日 数 

宅地造成に関する工事の許可（法第８条第１項） １８日 

宅地造成に関する工事の変更許可（宅地造成等規制法

施行細則第５条） 
１５日 
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